
箕
面
市
訓
令
第
百
二
十
五
号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁
中
一
般 

箕
面
市
高
齢
者
専
用
定
期
券
購
入
助
成
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

箕
面
市
長　

原　

田　

亮　
　
　
　
　
　
　

 

箕
面
市
高
齢
者
専
用
定
期
券
購
入
助
成
金
交
付
要
綱 

（
趣
旨
） 

第
一
条　

こ
の
要
綱
は
、
箕
面
北
部
地
域
に
居
住
し
て
い
る
高
齢
者
に
対
し
公
共
交
通

に
よ
る
移
動
を
支
援
し
、
公
共
交
通
の
利
用
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
健
康
寿
命
の

延
伸
を
目
指
し
、
高
齢
者
専
用
定
期
券
の
購
入
に
係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ

と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
定
義
） 

第
二
条　

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

一　

箕
面
北
部
地
域　

上
止
々
呂
美
、
下
止
々
呂
美
、
森
町
北
一
丁
目
、
森
町
北
二

丁
目
、
森
町
中
一
丁
目
、
森
町
中
二
丁
目
、
森
町
中
三
丁
目
、
森
町
南
一
丁
目
、

森
町
南
二
丁
目
及
び
森
町
南
三
丁
目
の
区
域
を
い
う
。 

　

二　

高
齢
者　

第
六
条
に
規
定
す
る
助
成
金
の
交
付
の
申
請
（
以
下
「
交
付
申
請
」

と
い
う
。
）
を
し
た
時
点
に
お
い
て
、
七
十
歳
以
上
の
者
を
い
う
。 

　

三　

定
期
券　

阪
急
バ
ス
株
式
会
社
が
発
行
す
る
高
齢
者
専
用
定
期
券
（
ｈ
ａ
ｎ
ｉ

ｃ
ａ
は
ん
き
ゅ
う
グ
ラ
ン
ド
パ
ス

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
券
面
に
記
載
さ
れ
た

７０

有
効
期
間
の
始
期
が
令
和
八
年
四
月
一
日
以
降
の
も
の
を
い
う
。 

（
助
成
対
象
者
） 

第
三
条　

箕
面
市
高
齢
者
専
用
定
期
券
購
入
助
成
金
（
以
下
「
助
成
金
」
と
い
う
。
）

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
助
成
対
象
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次



の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一　

交
付
申
請
を
し
た
時
点
に
お
い
て
箕
面
北
部
地
域
に
居
住
す
る
高
齢
者
で
あ
っ

て
、
有
効
期
間
内
の
定
期
券
を
所
持
し
て
い
る
者 

二　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

（
助
成
対
象
者
が
定
期
券
を
複
数
所
持
し
て
い
る
場
合
の
取
扱
い
） 

第
四
条　

助
成
対
象
者
が
、
交
付
申
請
の
際
に
有
効
期
間
に
重
複
の
あ
る
定
期
券
を
複

数
所
持
し
て
い
る
場
合
は
、
一
に
限
り
助
成
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。 

　

（
助
成
金
の
額
） 

第
五
条　

助
成
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
定
期
券
の
通
用
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

　

一　

三
か
月　

二
千
五
百
円 

　

二　

六
か
月　

五
千
円 

　

三　

一
年　

一
万
円 

　

（
助
成
金
の
交
付
申
請
） 

第
六
条　

助
成
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
助
成
対
象
者
又
は
当
該
助
成
対
象
者
か

ら
委
任
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
任
者
」
と
い
う
。
）
は
、
箕
面
市
高
齢
者
専
用
定

期
券
購
入
助
成
金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い

う
。
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

有
効
期
間
内
の
定
期
券
の
写
し 

二　

助
成
対
象
者
の
氏
名
及
び
住
所
が
確
認
で
き
る
書
類
等
の
写
し 

三　

受
任
者
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
任
者
の
氏
名
及
び
住
所
が
確

認
で
き
る
書
類
等
の
写
し
並
び
に
委
任
状 

四　

助
成
金
の
振
込
先
口
座
に
係
る
金
融
機
関
名
、
支
店
名
、
口
座
種
別
、
口
座
番

号
及
び
口
座
名
義
人
が
確
認
で
き
る
通
帳
等
の
写
し 



五　

前
号
の
口
座
名
義
人
が
助
成
対
象
者
と
異
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
口
座

名
義
人
の
氏
名
及
び
住
所
が
確
認
で
き
る
書
類
等
の
写
し
並
び
に
委
任
状 

（
申
請
書
の
提
出
期
間
） 

第
七
条　

申
請
書
の
提
出
期
間
は
、
定
期
券
の
有
効
期
間
内
（
当
該
有
効
期
間
の
終
期

が
箕
面
市
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
年
箕
面
市
条
例
第
三
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
市
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
市
の
休
日
の
翌
日
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
用
期
間
が
三
か
月
で
あ
る
定
期
券
の
利
用
を
令

和
八
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
開
始
し
た
場
合
は
、
前
項
の
提
出
期
間
を
当
該
定
期
券

の
有
効
期
間
満
了
後
九
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
定
期
券
は
、
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
有
効
期

間
内
の
定
期
券
と
み
な
す
。 

４　

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
助
成
対
象
者
が
二
回
目
以
降
の
交
付
申
請
を
す

る
場
合
は
、
前
回
の
交
付
申
請
時
に
提
出
し
た
定
期
券
の
写
し
に
記
載
さ
れ
た
有
効

期
間
が
満
了
す
る
ま
で
は
、
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
助
成
金
の
交
付
決
定
等
） 

第
八
条　

市
長
は
、
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
速
や

か
に
助
成
金
の
交
付
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
助
成
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
助
成
金
の
支
払

い
を
も
っ
て
交
付
決
定
の
通
知
に
代
え
る
も
の
と
し
、
助
成
金
を
交
付
し
な
い
こ
と

を
決
定
し
た
と
き
は
、
箕
面
市
高
齢
者
専
用
定
期
券
購
入
助
成
不
交
付
決
定
通
知
書

（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
助
成
対
象
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
助
成
金
の
返
還
） 

第
九
条　

市
長
は
、
前
条
の
交
付
決
定
を
受
け
た
助
成
対
象
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

行
為
を
行
っ
た
場
合
、
助
成
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

一　

阪
急
バ
ス
株
式
会
社
に
定
期
券
の
払
戻
し
請
求
を
行
っ
た
と
き
。 



　

二　

虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
と
き
。 

　

（
委
任
） 

第
十
条　

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
助
成
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
。 

附　

則 

こ
の
要
綱
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


